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令和２年 11 月 24 日 

 富山市内警察署を再編し、管轄区域を変更します。 
 

１ 富山市内警察署再編計画に基づく警察署の再編について  

  富山市内警察署再編計画（平成 25 年８月策定）に基づき、富山市内４警察署を３警察

署体制に再編します。警察署の再編日は、令和２年 11 月 24 日（火）です。 
 

再 編 前 
（令和２年 11月 23 日まで） 

富山北警察署 富山中央警察署 富山南警察署 富山西警察署 

再 編 後 
（令和２年 11月 24 日から） 

富山中央警察署 富山南警察署 富山西警察署 

 

 

 

 

２ 警察署再編に伴う警察署の管轄区域の変更について  

(1) 富山中央警察署の管轄区域 

   富山北警察署の管轄区域を富山中央警察署に変更します。これまで富山北警察署が

管轄していた区域は、富山中央警察署が管轄します。 

 

(2) 富山南警察署の管轄区域 

   富山南警察署庁舎を富山市上大久保から富山市蜷川へ移転します。これに伴い、富

山中央警察署の管轄区域の一部を富山南警察署に変更します。富山南警察署の管轄と

なるのは、富山中央警察署の管轄区域のうち、山室、光陽、堀川、太田及び蜷川地区

の南部地域です。 

  【富山南警察署庁舎の移転先】 

    所 在 地  富山市蜷川１２３番地１ 

    電話番号  ０７６－４２０－０１１０（※令和２年１１月２４日から利用できます。） 
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(3) 富山西警察署の管轄区域 

   富山西警察署の管轄区域に変更はありません。 

 

３ 交番・駐在所について  

(1) 富山中央警察署の交番・駐在所 

   警察署の再編に伴い、富山北警察署の交番・駐在所は、富山中央警察署の管轄とな

ります。 

   また、富山北警察署庁舎は、富山北幹部交番及び富山県警察富山北庁舎として運用

します。 
 

(2) 富山南警察署の交番・駐在所 

   警察署の再編に伴い、富山中央警察署の交番・駐在所の一部が富山南警察署の管轄

に編入されます。富山中央警察署の交番・駐在所のうち、今泉、堀川、山室、下堀交

番と太田駐在所が富山南警察署の管轄となります。 

   また、再編後に旧庁舎となる富山南警察署庁舎は、大沢野幹部交番として運用しま

す。 
 

(3) 富山西警察署の交番・駐在所 

   富山西警察署の交番・駐在所に変更はありません。 
 

【再編後の交番・駐在所】 

 

警 察 署
管　　轄　　区　　域
（小 学 校 区 別）

富 山 北
警 察 署

　岩瀬、萩浦、大広田、浜黒崎、針原、
　豊田、四方、八幡、草島、倉垣、水橋中部、
　水橋西部、水橋東部、三郷、上条

富山中央
警 察 署

　芝園、中央、西田地方、柳町、東部、
　奥田、奥田北、広田、新庄、新庄北、
　藤ノ木、光陽、堀川、堀川南、山室、
　山室中部、太田、蜷川

富 山 南
警 察 署

　新保、熊野、月岡、大沢野、大久保、
　船峅、上滝、大庄、福沢、小見、神通碧

富 山 西
警 察 署

　桜谷、五福、神明、呉羽、長岡、寒江、
　古沢、老田、池多、八尾、杉原、保内、
　樫尾、速星、鵜坂、朝日、宮野、古里、
　音川、神保、山田

変　更　前

警 察 署
管　　轄　　区　　域
（小 学 校 区 別）

富山中央
警 察 署

　岩瀬、萩浦、大広田、浜黒崎、針原、豊田、
　四方、八幡、草島、倉垣、水橋中部、
　水橋西部、水橋東部、三郷、上条、
　芝園、中央、西田地方(*1)、柳町、東部、
　奥田、奥田北、広田、新庄、新庄北、藤ノ木

富 山 南
警 察 署

　光陽(*2)、堀川、堀川南、山室、
　山室中部、太田、蜷川、
　新保、熊野、月岡、大沢野、大久保、船峅、
　上滝、大庄、福沢、小見、神通碧

富 山 西
警 察 署

　管轄区域に変更なし

(*1)　西田地方小学校区のうち新根塚町一丁目を除く
(*2)　光陽小学校区に新根塚町一丁目を含む

変　　更　　後

富山西警察署

交番・駐在所名 再編前管轄 交番・駐在所名 再編前管轄 交番・駐在所名

富 山北 幹部 交番 今 泉 交 番 八 尾 幹 部 交 番

和 合 交 番 堀 川 交 番 婦 中 交 番

富 山 港 交 番 山 室 交 番 五 福 交 番

豊 田 交 番 下 堀 交 番 呉 羽 交 番

水 橋 交 番 太 田 駐 在 所 仁 歩 駐 在 所

海 岸 通 駐 在 所 大沢野 幹部 交番 野 積 駐 在 所

針 原 駐 在 所 大 山 交 番 卯 花 駐 在 所

東 富 山 駐 在 所 富 南 交 番 宮 野 駐 在 所

浜 黒 崎 駐 在 所 空 港 前 交 番 神 保 駐 在 所

上 条 駐 在 所 細 入 駐 在 所 古 里 駐 在 所

富 山 駅 前 交 番 笹 津 駐 在 所 音 川 駐 在 所

磯 部 交 番 小 見 駐 在 所 山 田 駐 在 所

中 央 通 り 交 番 池 多 駐 在 所

東 町 交 番 ※再編前後に変更ありません。

奥 田 交 番

石 金 交 番

新 庄 交 番

広 田 交 番

富山中央

富山中央

富山南

富山中央警察署 富山南警察署

富山北
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４ 事件・事故の取扱いについて  

  令和２年１１月２３日までに、富山北警察署、富山中央警察署又は富山南警察署（各

警察署の交番・駐在所を含む。）に届出をされた事件・事故については、令和２年１１月

２４日以降、原則として、発生地を管轄する警察署が引き続き捜査します。 

  ただし、事件・事故の内容、捜査の進捗状況等に応じて、届出をされた警察署で継続

して捜査する場合もありますので、問い合わせの際は、届出をされた警察署に、ご確認

ください。 

 

【再編後の取扱警察署】 

警 察 署 管轄区域（小学校区別） 

富山中央警察署 

岩瀬、萩浦、大広田、浜黒崎、針原、豊田、四方、八幡、草島、 

倉垣、水橋中部、水橋西部、水橋東部、三郷、上条、 

芝園、中央、西田地方(*2)、柳町、東部、奥田、奥田北、広田、 

新庄、新庄北、藤ノ木 

富 山 南 警 察 署 

光陽(*3)、堀川、堀川南、山室、山室中部、太田、蜷川、 

新保、熊野、月岡、大沢野、大久保、船峅、上滝、大庄、福沢、 

小見、神通碧 

(*1) 赤字下線部分が、管轄区域が変更になる小学校区となります。 
(*2) 西田地方小学校区のうち新根塚町一丁目を除きます。 
(*3) 光陽小学校区に新根塚町一丁目が含まれます。 

 

 

５ 行政手続き関係について  

(1) 生活安全許認可の取扱い 

   令和２年１１月２４日以降、生活安全許認可（銃砲刀剣類所持許可、風俗営業許可、

古物営業許可、警備業認定等）は、再編後に管轄する警察署で取り扱います。 

   なお、申請等の時期によっては、再編後の管轄警察署で許可証等を交付する場合が

ありますので、手続きの際に、許可証等を交付する警察署について、係員にご確認い

ただきますようお願いします。 

 

(2) 交通許認可の取扱い 

   令和２年１１月２４日以降、交通許認可（道路使用許可、自動車保管場所証明等）

は、再編後に管轄する警察署で取り扱います。 

   なお、令和２年１１月２３日直前ころに手続きした場合、再編後の管轄警察署で許

可証等を交付する場合がありますので、手続きの際に、許可証等を交付する警察署に

ついて、係員にご確認いただきますようお願いします。 

 

(3) 運転免許の取扱い 

   運転免許証の更新は、運転教育センター及び高岡運転免許更新センターと、富山中

央警察署及び高岡警察署を除く各警察署（高齢者更新のみ）において取り扱います。 

   記載事項の変更等の各種手続きは、運転教育センター、高岡運転免許更新センター

及び各警察署において取り扱います。 
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   なお、令和２年１１月２３日までに、高岡運転免許更新センターにおいて、運転免

許証の更新手続をされ、令和２年１１月２４日以降に運転免許証を受領する場合は、

再編後の管轄警察署で交付することになりますので、ご了承ください。 

   また、令和２年１１月２３日までに、富山北警察署又は富山中央警察署において、

運転経歴証明書の交付を申請し、令和２年１１月２４日以降に運転経歴証明書を受領

する場合は、再編後の管轄警察署で交付することになりますので、ご了承ください。 

 

(4) 拾得物の取扱い 

   拾得物として警察（警察署、交番・駐在所を含む。）に届けられた物件は、管轄区域

等に関わらず、届出を受けた警察署において、保管、交付を行っております。 

   ただし、令和２年１１月２３日までに、富山北警察署に届けられた物件は、

令和２年１１月２４日以降、富山中央警察署において取り扱いますので、ご了承くだ

さい。 

 

(5) 富山北幹部交番及び大沢野幹部交番における行政手続き 

   富山北幹部交番及び大沢野幹部交番では、道路使用許可の一部事務及び運転免許証

の自主返納事務を試行的に取り扱います。 

詳しくは、下記の問い合わせ先までお尋ねください。 

 

【取扱い事務】 

取扱い事務の種類 取扱い事務の内容 問い合わせ先 

道路使用許可事務 
道路使用４号許可申請の受理 

※祭礼等恒例的かつ簡易なものに限る。 

警察本部 交通規制課 

《警察本部代表電話》 
 ０７６－４４１－２２１１ 

運転免許証自主返納事務 

・運転免許証の自主返納 

・運転経歴証明書の申請 

※本人による同時申請のみ 

警察本部 運転免許センター 

《警察本部代表電話》 
 ０７６－４４１－２２１１ 

 

 

６ その他  

  ご不明な点がございましたら、下記の問い合わせ先までお尋ねください。 
 

お問い合わせ内容 お問い合わせ先 電話番号 

管轄区域の変更に関すること 警察本部 警務課  

警察本部代表電話 

０７６－４４１－２２１１ 交番・駐在所に関すること 警察本部 地域企画課 
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生活安全許認可（銃砲刀剣類所

持許可、風俗営業許可、古物営業

許可等）に関すること 

警察本部 生活安全企画課 

 

 

 

 

警察本部代表電話 

０７６－４４１－２２１１ 

 

交通許認可（道路使用許可、自動

車保管場所申請等）に関するこ

と 

警察本部 交通規制課 

運転免許に関すること 警察本部 運転免許センター 

拾得物に関すること 警察本部 会計課 

 
その他 警察本部 警務課 ０７６－４４１－２２１１ 

富山北警察署 
令和２年 11 月 23 日まで 
０７６－４３８－０１１０ 

富山中央警察署 ０７６－４４４－０１１０ 

富山南警察署 

０７６－４６７－０１１０ 

令和２年 11 月 24 日以降 
０７６－４２０－０１１０ 

富山西警察署 ０７６－４６６－０１１０ 

 


